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NSRにゅーす
社会保険労務士法人ＮＳＲ
大阪オフィス tel 06-6316-8858
神戸オフィス tel 078-371-5120

※ 年齢は離職日における年齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※ 賃金日額＝（賞与や特別の賃金等を除く６か月の給与総額）÷１８０
※ 基本手当日額の最低額　1,656円→1,648円
※ 平成20年8月1日適用　
※ 高年齢雇用継続給付の支給限度額も変更　339,235円→337,343円　
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雇用保険失業給付（基本手当日額）のめやす

毎月勤労統計の平成19年度の平均給与額が平成18年度より約0.6％低下したことを受け、
この低下率に応じ基本手当の日額見直し（引下げ）がされています。　

（単位：円）


